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会  議  録 

会 議 名 第３１期小金井市公民館運営審議会第２回審議会 

事 務 局 公民館 

開 催 日 時 平成２３年１０月２８日（金）午後２時から午後４時 

開 催 場 所 公民館本館 ３階 学習室Ａ・Ｂ 

出 席 委 員 
佐々木委員長 藤井副委員長 山田委員 小島委員 立川委員 

亘理委員 神島委員 宮澤委員  

欠 席 委 員 大津委員 佐野委員 

事 務 局 員 
大関公民館長 山崎庶務係長 渡辺事業係長 松本主査 松下主

事 戸木副主査 

傍 聴 の 可 否  可 傍聴者数 ０人 

傍聴不可・一部不可

の場合は、その理由 
 

会 議 次 第 

１ 報告事項 

 ⑴ （仮称）貫井北町地域センター建設市民検討委員会（実施設

計）第４回までの報告について 

 ⑵ 東京都公民館連絡協議会委員部会運営委員会について 

 ⑶ 公民館事業の報告について 

２ 審議事項 

 ⑴ 平成２４年度教育施策について 

 ⑵ 来年度の事業について 

 ⑶ 公民館事業の計画について 

 ⑷ 三者懇談会のテーマについて 

３ 配付資料 

 ⑴ 公民館事業の報告 

 ⑵ 公民館事業の計画 

 ⑶ 第１回公民館運営審議会会議録 

 ⑷ 小金井市教育委員会の基本方針及び平成２３年度教育施策 

 ⑸ 第４９回東京都公民館研究大会開催要項及び申込書 

 ⑹ 平成２３年度小金井市公民館三者合同研修会開催通知 

 ⑺ 貫井南分館案内図 

 ⑻ 平成２３年度第２回研修会開催通知 

 ⑼ 「熟議 2011in 東京学芸大学」実施要領 

 ⑽ 平成２３年度第４回委員部会運営委員会報告書 

 ⑾ 「月刊こうみんかん」10 月号・11 月号 

 ⑿ 地域センター施設研究講座報告書 
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会  議  結  果 

佐々木委員長        それでは、始めたいと思います。今日は、新しい期になってから第２

回目ですので、まだ様子のわからない方もいらっしゃると思いますので、

そういった点を踏まえながら、簡単に概略を説明しながら進めていきた

いと思います。 

 それでは、館長から何かご報告がありましたらお願いいたします。 

大関公民館長        審議会を開催する前に、本日の欠席者についてご報告をいたします。 

 本日、小金井第四小学校の開校６０周年の記念式典がございまして、

そちらに出席されるということで、大津委員及び佐野委員から欠席のご

連絡をいただいております。それから、立川委員が尐しおくれるとのこ

とです。よろしくお願いいたします。 

 引き続いてよろしいでしょうか。議題に入る前に、配付資料の確認と、

会議録のご承認をお願いいたします。 

 まず、事前に配付させていただきました資料として、公民館事業の報

告、公民館事業の計画、第３１期第１回公民館運営審議会会議録、小金

井市教育委員会の基本方針及び平成２３年度教育施策、第４９回東京都

公民館研究大会開催要項及び申込書でございます。 

 また、本日配付しております資料は、平成２３年度小金井市公民館三

者合同研修会の開催についての通知文書、及び貫井南分館の案内図もつ

けさせていただきました。それから、平成２３年度都公連委員部会第２

回研修会の開催についての文書、「熟議２０１１ ｉｎ 東京学芸大学」実

施要領。こちらの資料につきましては、ご覧のとおり、このテーマに沿

って学芸大学のほうで実施をするということなので、ぜひご興味のある

方は参加していただきたいということから、お配りさせていただいてお

ります。それから、平成２３年度第４回委員部会運営委員会の報告書。

こちらにつきましては、山田委員におつくりいただいたものでございま

す。それから、「月刊こうみんかん」の１０月号、１１月号。最後に、地

域センター施設研究講座の報告書の冊子でございます。 

 配付資料がちょっと多いのですが、以上です。ご確認をお願いいたし

ます。 

 次に、確認済みでございます前回の会議録につきまして、ご承認を賜

りたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

大関公民館長        ありがとうございます。 

 

１ 報告事項 

⑴ （仮称）貫井北町地域センター建設市民検討委員会（実施設計）第４回までの報告

について 

大関公民館長        それでは、報告事項に移らせていただきます。 

 ⑴ですね、（仮称）貫井北町地域センター建設市民検討委員会（実施設

計）第４回までの報告について、こちらは藤井委員のほうからお願いい

たします。 

藤井副委員長        はい。昨日、実施設計の第４回目の検討会を行いました。具体的な話

としては、まず公民館、図書館の照明設備の問題について建築事務所の

ほうから提案がありまして、基本的に図書館の閲覧室、書架につきまし

ては、蛍光灯で５００ルクスという形で照度を保ちたいと。それで、部
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分的な照明については、ＬＥＤなどの電球を使って、より本を読みやす

くというか、雰囲気のいいものを考えているんだという提案があったん

ですが、一部委員から、蛍光灯の５００ルクスというのはあまりにも事

務的じゃないかと。一般企業の仕事をする部屋だとか、会議室の照度は、

５００ルクスというのはそんなに暗くないのですけれども、蛍光灯で５

００ルクス全部やってしまうのは、雰囲気の問題もひっくるめて、楽し

く、心安らかに本を読む雰囲気にはちょっとそぐわないんじゃないのと

いう意見があって、これについては設計側でも、もう尐し時間をいただ

いて協議しましょうという形になりました。 

 公民館部分の照明については、同じように照明５００ルクスなんです

けれども、これについては、私自身もひっくるめて、図書館のような事

務的というのか、そういうふうな意見は出なかったようです。私も、各

公民館を見せていただいて感じているのは、やっぱり基本的に明るいと。

蛍光灯のあれが冷たいとか、そういうふうな一種感情論みたいな問題に

なってくるんですけれども、明るいというのが基本ベースじゃないかと

考えていましたので、５００ルクスの蛍光灯でいいんじゃないかと思い

ました。 

 あと、音響設備などにつきましても、もう大分前に資料を配って、皆

さん、記憶のかなたにあるんじゃないかと思うんですけれども、学習室

と北町ホール、これにはマイクの設備や映像のＤＶＤを映し出せる機械

などの設置をやりますということで、これも皆さん、了解というふうな

雰囲気でした。 

 あと、電源その他につきましては、前の委員長から、パソコンがかな

り、これから３年後ぐらいにはもっともっと持つようにというふうな話

もあって、各部屋にそれの対応できる電源なり何なりを設置、配線をや

りましょうということで、これもある程度了解があったんじゃないかと

思いました。 

 あと、図書館につきましては、私自身は、これからの運用面で解決で

きる問題が、実施設計の段階で議論するというところには若干そぐわな

い面もあるようには感じているんですけれども、かなり他市の図書館見

学会をされたり、各図書館団体の委員の方の造詣が深いというのか、そ

ういう形で積極的なご意見が出たんですけれども、これは基本設計から

ずっと続いている問題で、これから実施設計に入っても根っこの部分で

続いているので、これはもう図書館のスタッフの方々と、そこを利用さ

れるというか、図書館委員の方々で、内部で解決されたほうがいい問題

が多いように私は感じました。このあたりは図書館の方、貫井北町方面

に今までなかったものなので、かなり理想の高いところを望んでおられ

るので、これは毎回、毎回議論が、図書館委員の方と、設計事務所の方

と、図書館の館長さんとの間で熱いバトルがあるんですけれども、これ

もオープンした段階で図書館のスタッフの方との話し合いというか、も

う尐し平たく言えば、日ごろのつき合いの度合いというか、コミュニケ

ーションのよさみたいなもので解決できる問題のほうが多いのかなとい

う、第三者的な、評論家的な立場で言えば、そういうように感じました。 

 あと、公民館部分について言えば、家事実習室が、第３回目のところ

で、電気よりもガス使用であろうという形で、調理その他についてはガ

スという形で決まって、ガス用の調理器具だとか、いわゆるレンジだと



 4  

 

か冷蔵庫、調理台、この辺も要はガスに合うようなものでという話があ

りました。 

 それともう１点、工作室の中にもガス熱源はどうでしょうかというご

意見があって、これはどういう形で使うかは今後の活動状況によるんで

しょうけれども、じゃあ、ガスコンセントを各テーブルに１個ぐらいは

つけることは可能なので、電気による給湯と、ガス熱源による給湯とい

うのか、そういうふうなことも同時に考えましょうということになりま

した。 

 それと、これは私が質問したんですけれども、現在協議中だったんで

すが、あそこに青尐年というか、若い方々のために音楽練習室、設計的

にはスタジオという形で、防音設備だとか、ドアにつきましてもかなり

高レベルなものでつくっていただけるということで、それはそれでいい

んですけれども、じゃあ、楽器練習室の最低の備品というか、設備とい

うものについて説明がなかったので、どうでしょうかと。 

 現状、コンセントが３つだけの部屋で、テーブルもいすも何も書いて

なかったものですから、こういう質問をやったところ、現在協議中とい

う形で、１２月１１日が最終の検討会になるんですけれども、ある程度

の回答が出てくるんじゃないかと思います。 

 例えば具体的にどういうものでしょうかということで、私の頭にあっ

たのは、言えば切りないんでしょうけれども、やっぱり最尐でもアンプ、

スピーカーぐらいはあったほうがいいんじゃないかとか、もっともっと

簡単に言えば、楽器用の譜面台ぐらいは置いといてあげたほうがいいん

じゃないかとか、そういうふうなこともひっくるめて、今後、関連予算

の中もあるでしょうけれども、検討してもらえるんじゃないかと感じま

した。 

 学習室や北町ホールには、かなりの音響設備的なものが予定されてい

るので、これに準じたものかとも思っているんですけれども、１２月の

ときにはある程度はっきりしたものが出るように思いました。 

 前後するんですけれども、１階に飲食コーナーがあったんですが、基

本的に新しい公民館には飲み物、自動販売機はないという形なので、ハ

ンディキャップを持った方々が、日がわりぐらいでランチを限定数だけ

販売したいだとか、飲み物も販売したいとかというご希望があるので、

このあたりは具体的にまだ市側とは、現在交渉中でこれだという決定が

ありませんので、具体的には調理台はどうするとか、バーカウンターは

どうするとか、いすはどうするとかまではいってないんですけれども、

質問された方の中には、ある程度具体案を頭に乗せながら質問なり要望

が出ていましたので、このあたりも、ある意味難しい話かもしれないで

すけれども、質問された方々に歩み寄った形で結果が出ればいいんじゃ

ないかという気持ちも若干ありますので、この辺、１２月までには８割

ぐらいの回答をつくっていただければと思います。 

 あとは、外観上の問題で、あそこは西側の道路と建物に１メートルか

ら１メートル２０ぐらいの段差がありますので、手すりをつけようだと

か、特に夏場、西側が全部ガラス張りになっているので、西日対策をど

うしようという問題も、これは私らが考えるよりも、建築事務所の方々

の試算や計測などである程度、１００％まではいかないんだけれども、

館内利用者が耐え得る限度ぐらいまでは何とか設計上の、ガラスを遮光
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にするだとか、建物のひさしを若干長くするだとか、今年の夏にはやっ

たグリーンカーテンみたいなものをどうするとか、この辺も若干出てい

ましたので、まあまあ、落ちつくところに落ちつくように私自身は感じ

ました。 

 それで、十数回続きました検討委員会も、１２月１１日日曜日の朝１

０時からの会合で最終回を迎えますので、ある程度、１００％は無理だ

とは思うんですけれども、９０％ぐらいの回答で、でき上がり部分にな

るんじゃないかと。多分、１月に公運審がありますよね、そのときには

もう尐し詳しい形でご報告できると思います。 

 以上です。もし館長から補足する点があれば、お願いします。 

大関公民館長        いや、もう十分です。 

佐々木委員長        小金井の貫井北町地域センターというのは、今度新しくつくる施設で、

うちの公運審からも検討委員会に１人代表を出していて、藤井委員がそ

の代表委員になって、どういうふうな施設にするかアイデアを出し合っ

て今検討しているということで、その審議経過について報告があったと

ころです。 

 何か簡単な地図というか、お渡ししなくていいかな。ありますか。 

藤井副委員長        今年度末近くになる予定の最終の会議の際には、実施設計（概要版）

原稿の確認をしますので、ある程度決まっているので、それでご報告と、

新しい委員の方に認識していただくような運びにしたらどうですか。 

大関公民館長        ちょっとよろしいですか。先ほど藤井副委員長から１２月１１日が最

終回という話がありましたが、検討のまとめとしての最終回は、次回の

１２月１１日なんですけれども、検討委員会の最終回は、多分２月か３

月になります。実施設計の概要版の原稿案が出てきて、皆さんに確認し

ていただくということになりますので、多分そこで初めてある程度お見

せできるのかなと思っています。だから、その時期にまた皆様にお知ら

せしたいと思っています。 

小 島 委 員  質問よろしいですか。いわゆる複合施設でございまして、これからソ

フトウエアの部分もどんどん考えられていくと思うんですけれども、わ

りと長時間開くと思うんですね、夜なんかも。おそらくそうなるんじゃ

ないかと思うんですけれども、飲食に関して、昼間、マンパワーを得て

飲食コーナーをつくるということなんですが、自動販売機を置かないと

いう方向であると、使う側としては、のどが渇いたり、小腹がすいたり

したときはどうするんだろうというのがあるんですが、そういうのは話

題にはなってないですか。 

藤井副委員長        なかったですね。当初、一番最初のときにそういう問題が出ましたと

きに、基本的には市の施設の中では飲食はやめておこうと。ある程度譲

歩して、自動販売機は、現在置いているところが多いと。 

小 島 委 員  ここもそうですもんね。 

藤井副委員長        ええ。だから、新しいところでは、それもなくす方向で検討していま

すよという発言がありましたもので、今のご質問になれば、参加者がペ

ットボトルを自分で買っていくとか。 

小 島 委 員  ああ、持ち込む形。 

藤井副委員長        持ち込みは、一応いいんですね。 個人が水筒を持っていったり、そ

ういうことと一緒ですから。そういう形で対応していただかないと、と

いうのが１つあるように思います。 
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小 島 委 員  そうですか。わかりました。 

神 島 委 員  でも、いわゆる飲み水ですから、水道は。水道水を飲んだり、それに

ガスがついているとなれば、お湯を沸かすというようなこともできます

し、やっぱり公民館はその辺の自由さはありますので、あとは利用者側

の利用度ということにつながっていくと思いますので、できるだけ文明

の利器に頼らないで、人間が生きる力を身につけていくようにしたほう

がいいと私は思っていますので、販売機はないほうがいいかと思います。

意見ですけれども。 

藤井副委員長        現行の公民館でも、町内会の会合をされて、例えば夏だとか、１２月

にされるときには、食事は出前をとってみたり、缶ビールを飲んでみた

りというのは、公民館の方の前で何だけれども、黙認という形で現在や

っているわけですよね。ああいうのは、市側と我々側のいい意味での暗

黙の了解として残るんじゃないかと、私は個人的に思っているんですけ

れども。 

渡辺事業係長  ちょっとよろしいですか。市の方針として、施設で飲食はいけないと

いう方針はございません。自動販売機については、そういう意味ではな

くて、環境的配慮でこれはいかがなものかという視点でございますので、

飲食もいけないし、食べ物もいけないしという、そういう趣旨ではござ

いませんので。 

 また別の観点からということでございます。 

小 島 委 員  ありがとうございました。 

佐々木委員長        環境という観点から、入れないということでしょうか。 

大関公民館長        平成１６年に、おっしゃるとおり、環境という観点から市の方針とし

て、自動販売機をこれ以上は増やさないということがあります。実はち

ょっと検討していることがございまして、ほかの分館で２台ついている

ところがありますが、そこの１台を、例えば仮にですけれども、そこか

ら持ってきてといった考えもあります。北町センターの周りにはコンビ

ニとかそういうものがないので、市民の皆様からは、やっぱり置いてほ

しいという要望はあるんじゃないかなというふうに考えているところで

す。 

 ただ、そうなると、今ここでは断言できませんけれども、そういった

考えもあるので、一応、公民館として考えなければなりません。 

神 島 委 員  公民館に来て、例えば水を飲む。それで五感で味などを感じて、みん

なが、小金井の水はちょっと消毒の仕方に問題があるんじゃないかとか、

味がおかしいとかと、そういうことを感じることも文化の礎だと私なん

かは思うんですよ。だから、飲んだり、試したりすることも大事かなと

いう意味では、そういうものに触れるということはすごく大事なので、

市の方針にできるだけ沿うようにやっていただくのがいいと思うんで

す。 

 それから、藤井さん、もう一つ、電気をできるだけ使わないでガスと

おっしゃったんですが、ガスは、お値段的にも熱を出すのが安いので、

やっぱりガスでやられるのが一番理想かと思います。 

藤井副委員長        これはコストの問題よりも、ちょうど前の前ぐらいに検討していると

きに、停電の問題がかなり大きな話題になりまして、電気でやっておく

と全部停電になっちゃうでしょうと。何か熱源として、要は電気にかわ

るものをという形から、それに今の例えば料金問題もひっくるめて、ガ
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スをという形になった経緯があったんですよ。 

神 島 委 員  ああ、そうですか。ありがとうございます。 

佐々木委員長  震災対応。 

藤井副委員長        そういうのもありました。 

それともう一つ、あわせてなんですけれども、公衆電話も１台つけよう

というのが昨日は出ていました。というのは、これも震災絡みになるん

ですけれども、ああいうときになると、携帯がつながらないとか、家庭

の電話がつながらないと。公衆電話だけが一番よくつながるので、ああ

いうパブリックな場所には公衆電話というふうな発想で、公衆電話は１

台つけますという話が出ました。 

 ただ、質問の中に出てきたのは、現在、公衆電話というのはどんどん

撤去されているわけですよね。世間的に聞くところによると、月間とい

うのか、半年というのか、ある程度の利用料が上がらなければ、ＮＴＴ

さんは撤去をやっていくよというふうな流れになっているので、この辺

の質問なんかもあったんですけれども、回答的にはクリアな回答はなか

ったんですが、市側でおっしゃっているので、もし利用者が尐なくても、

ある程度長い間、緑の公衆電話１台だけ公民館にあるというふうに私は

理解していたんですけれども。このあたりは、それでいいんですよね。 

佐々木委員長        いろいろ要望が出ましたけれども、よろしいでしょうか。 

山 田 委 員        工作室という話がさっき出ましたね。そして、ガスがどうのこうのと

いうそのガスというのは、例えば工作室だから、ガラス細工をやったり。 

藤井副委員長        ええ、その辺も話としては出ていました。 

山 田 委 員        そうですか。そのほかに工作室は、設備的なもので言うと、ボール盤

とか万力とか、そういうものはあるのですか。 

藤井副委員長        そこまではなかったです。そういう道具類で言えば、各テーブルにガ

スコンセントをつけるかどうかは別にして、そういうようなものはコン

セントだけです。 

 工作室をつくるときに、今おっしゃったように、とんかちたたいたり、

粘土細工でこうやるわけですね。ああいうふうな騒音が出ても、学習室

などと違う形での防音というか、そういう形では配慮されていますので、

参加される皆様方が、いわゆる小道具を持っての参加はある程度オーケ

ーじゃないかと私は思っているんですが。 

 たしか、館の設備として、道具類は今のところ考えていませんよね。 

大関公民館長        今のところ、考えていません。 

山 田 委 員        細かい道具を使う工作室はできないのですか。 

藤井副委員長        持ってくれば別ですけどね。 

山 田 委 員        持ってこられる程度ということですね。 

藤井副委員長        持ってきて、電源用のコンセントは十分ありますので。 

大関公民館長        藤井委員、窓際に洗い流し場が設置されます。 

藤井副委員長        ああ、そうか、ごめんなさい。建物の西側に工作室の、今おっしゃっ

たような、洗い場みたいなものをつくってあると。また、粘土細工や陶

芸をやった場合のある程度の手の汚れ的なものは、その中で処理できる

と。今、陶芸をやっておられるところは、各部屋にそんなものはないの

で、どうしても洗面所というか、ああいうところでやっておられるので、

そういうようなものも中である程度はカバーできるような方法で考えら

れているようですね。 
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佐々木委員長        今回は、施設の部分に限定して検討しているんですか。備品なんかも

一緒に検討を。 

大関公民館長        いや、備品は検討してないです。これは一応、内部で検討させていた

だきます。 

佐々木委員長        備品を使えるような施設とか、そういう観点では検討しているけれど

も、備品そのものについては、また別途検討するということですよね。 

大関公民館長        はい、そうです。 

山 田 委 員        じゃあ、焼き物の炉などは、容量の大きな電源をつけておけば、きち

んとつくることができるということですね。 

藤井副委員長        だから、今質問で、こういうふうなことを考えたいのでこういう備品

用の設計をお願いしますというような要望というのか、質問を出せば、

別途協議しましょうという回答が返ってくるわけですけれども、具体的

に出したときには、多分市の皆さん方にも、「あ、あれか」という形でど

こかに残っているんじゃないかと、私らは淡い期待を抱いているんです

けどね。 

 あまりにも細かい、レアケースも別にやって、公民館にあったらいい

なということを考えて、そういう設計をしてくださいねという形で実施

設計では要望を出している委員の方も見えるので、そのあたりはあうん

の呼吸みたいなものがある程度働いているのか、働いてほしいなと思う

んですけれども。 

大関公民館長        以前、平成３年に緑センターが開設したときに、いろいろな備品類と

いうのは、約１,５００万円かけてそろえました。それをもとに２,００

０万円の要求をしていますので、今後備品については、そういった要望

等も加味しながらそろえていきたいなと思っています。 

山 田 委 員        あと、図書館で照明の話が議論になったそうですけれども、照明が何

で議論になったかというと、蛍光灯の形なんでしょうか、それとも色と

いうか、光の演色性というか。 

藤井副委員長        あのね、私が昨日感じたのは、雰囲気ですよね、あの意見は。 

山 田 委 員        雰囲気というのは、やっぱり演色性というか、色なんですか。 

藤井副委員長        いや、その辺、各個人差があって非常に難しいと思うんですけれども、

図書館へ来て本を読むということについて、蛍光灯のこういう光がいい

のか、もっとやわらかい光がいいんだとか、そういうふうなことで、質

問されたその方なんかは、現在、あちこちの図書館を見学されていると

きに、もう尐しビジネスライクじゃなくして、要は人間的なあったかい

雰囲気の照明というか、インテリアというのが最近の図書館の流れでし

ょうという観点から見れば、設計事務所が提案してきた照明計画という

のは、ちょっと非人間的といいますか、先生はそんな言葉は使わなかっ

たけれども、あるいは冷たいだとか、会社の事務室のようなとか、ある

意味ではあったかさとは正反対のところのような雰囲気で議論されてい

るんじゃないかと私は思ったんですけれども。 

 設計側から言えば、全体はそうしておいて、机で本を読む場合には、

デスクスタンド的なライトがあって、もう尐し違った雰囲気が出るよう

には考えていますよというような、逃げか何かわからないけれども、そ

ういうような回答もされていましたし。あそこまで行ってしまえば、あ

るいは委員長がああいう発言をされたので、設計者側にもかなり大きな

プレッシャーになっているような気はしましたけれども。何らかのもう
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尐し色をつけた照明方法が今度提案されるような気はするんですけど

ね。 

山 田 委 員        何で質問したかというと、色の雰囲気だけで言うと、蛍光灯はいろん

な色があるので、温白色とか、昼白色とか、もっと温かみのある色とか、

だからそういう蛍光灯の管の種類をかえれば解決するんじゃないかなと

思ったので、ちょっと今聞いただけなんですけれども。だから形なのか、

色なのか。 

藤井副委員長        昨日、佐々木先生の話、そういう蛍光灯の色じゃなかったですよね。 

佐々木委員長        色ではないです。 

藤井副委員長        なかったですよね、あの雰囲気はね。 

山 田 委 員        ああ、そうですか。 

佐々木委員長        要は、事務所的な蛍光灯がずらっと真っ直ぐ並んでいるような。 

山﨑庶務係長  先日の資料ですが、回覧してご覧になりますか。（委員長に照明の配置

図を提示） 

藤井副委員長        いや、資料に沿ってだと複雑すぎるから。ややこしくなる。 

山﨑庶務係長  参考程度です。この会議室の蛍光灯とそんなに変わらないものです。 

藤井副委員長        とにかくこれを大きなものに考えてもらったらいいんですよ、これの

ね。これを天井に埋め込むかどうかは別にして、ずっとこんなのが並ん

でいるよと。 

山 田 委 員        幾何学的に、こう、何というか、それと、例えば直接照明とか間接照

明とか、そういうことですよね。 

藤井副委員長        だから、ああいう議論をすると、要は１０人が１０人ともご意見をお

持ちなので、非常に難しい議論になりますよね、あれは。だけど、委員

長が説明があったので、多分設計者側には、ある意味大きなプレッシャ

ーになっていると思うし、１２月のときには、それこそもう尐し変わっ

たというのか、変えた方向で提案があるように思うんですよ。いろんな

ことを考えて、結局これにしましたと多分言うんだと思うんですよ。 

佐々木委員長        時間もかなり過ぎてしまったので、でも、次の回で最後ですよね。も

しあったら手身近に、ぼんぼん意見だけでも上げていただければと思い

ますが。いかがでしょうか、お気づきの点があれば。この件、この件と

か、何か。 

藤井副委員長        公民館の立場で言えば、ハードの面では、利用者側から見れば、今の

館よりもかなり使い勝手がいいような気はしますし、あそこを運営して

いく市民の方々の活動が、今までの館と同じような考え方でやると、新

しい公民館の形をつくろうというときにとっては、戸惑いもあるように

は思うし。 

 というのは、前にも私、言いましたけれども、フリースペースをかな

りとっていますので、あれを何とかうまく使わないと、今度の公民館の

特色みたいなものが出てこないし、このあたりは繰り返しの議論になる

んですけれども、利用される市民の方々のアイデアというのか、新しく

公民館職員になられる方々が、市民のあれをうまくリードするなりやっ

ていかないと、せっかくの施設、ハードが死んでしまうこともあるよう

な気はするので、あそこの館がやっているから北センターもこうしよう

というのは、なかなか通用しないような気がしてならないし、新しい公

民館のスタッフの方々は、非常に難しい立場になるような気はするんで

すけれども。 
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山 田 委 員        じゃあ、１つだけ、細かいことですけれども、なっているかもわから

ないんですけれども、ロビーの窓際のところとかに小さなテーブルがあ

って、２人ぐらいで打ち合わせなんかができるんですね。そうすると、

コンセントを、もうなっているかもわからないですけれども、コンセン

トだけ、もしなってなかったら。 

藤井副委員長        コンセントは、かなりたくさんあります。 

山 田 委 員        じゃあ、いいです。それだけで。時間がおしていますので。 

  というのは、最近２人ぐらいで打ち合わせして、必ずパソコンを使うん

ですよ。すると電源が要るので。今は使えないところがあるので。 

藤井副委員長        これが全部電源なんですよ。 

山 田 委 員        じゃあ、いいです。わかりました。 

藤井副委員長        かなり細かい形で電源は用意いたしました。 

佐々木委員長        いいですか。じゃあ、あと気がついたときには、また終わってからど

うぞ藤井委員のほうに、こういった点もということで。 

藤井副委員長        最終になりますので、どんなことでも結構ですので、聞かせていただ

ければ、１２月の検討委員会のときに、検討材料にしてやっていきたい

と思います。 

 

⑵  東京都公民館連絡協議会委員部会運営委員会について 

佐々木委員長        それでは、次に移らせていただいていいでしょうか。次は、東京都公

民館連絡協議会委員部会運営委員会についてです。 

山 田 委 員        前回は、９月１６日に国分寺の本多公民館で第４回の運営委員会があ

ったんですけれども、今日も午前中にありました。 

佐々木委員長        お配りしている資料がありますよ。 

山 田 委 員        ええ。ちょっと今日のことも交えて言うと、この紙について言うと、

狛江市の委員が、今まで運営委員会に出ていなかったんですけれども、

今日は来られました。どうも今まで委員のほうにうまく連絡が行ってな

かったということで、今回から来られて出席されるということです。 

 それから、この紙で２番目の研修会に関するアンケートというのは、

研修会のときにこういうことを話してほしいとか、何か今不満に思って

いることとかを出してくださいということで、皆さん書いて出したと思

うんですけれども、その話です。 

 今日もそれをいろいろ羅列したのをいただいたんですけれども、ちょ

っと数が多いのでここでは言えないので、省略します。ですから、委員

になって困っていることとか、疑問に思っていることとか、研修で聞き

たいこととか、そういうアンケートです。 

 それから、３番の第２回研修会なんですけれども、一応、今日詳細は

決まったんですが、今まで事前の連絡ということで公民館のほうから来

ていると思うんですけれども、今日もまたちょっと内容が。 

佐々木委員長        この資料ですね。 

山 田 委 員        そうです。内容が詳しく決まったので、近々またもう１回それで新し

く連絡が来るそうです。今まで、内容と書いてあったんですけれども、

内容をテーマにして、「公民館を取り巻く状況と都公連の役割」というテ

ーマにするそうです。 

 一応、今日はこう決まったので、講師の近藤さんに確認して、一度新

しい内容で案内をしますということでした。 
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 あと、時間的には１時半から４時１０分までということです。講演が

５０分、その後グループ討議というのがあるんですけれども、それが今

回は十分行うということで、これも５０分とってあります。それから、

グループ討議が終わった後で意見交換というのがあって、皆さんで話し

合うのが２５分ということです。 

 あと、今日ちょっと話題になったのが、今回の講師の方というのは、

西東京市の職員の方なんです。前に西東京市で公民館の職員をやってい

た方なんですけれども、講師を呼ぶと謝礼というのを出すんですけれど

も、今回は辞退されたということです。公民館ではほかのところで働く

のは禁止されていることがあるらしくて、謝礼を出すとなるとまた手続

が要るんだそうです。許可をとって、また報告してみたいな、手続も面

倒だということです。出そうという話もあったんですけれども、辞退さ

れたなら、それを素直に受けとめて、終わった後で運営委員と講師の近

藤さんという方でちょっと一席設けようという話になりました。それは

自費ですよ。近藤さんは出さないと思いますけれども、委員の方は自費

です。そんなことが話されました。 

 あと、前回の報告では、第３回研修についても次回(今日)の運営委員

会で検討するというのがあったんですけれども、今日は時間がとれなく

て、第２回の研修会の検討だけで終わりました。 

 それから、何かありますか、立川さん。 

立 川 委 員        特にないです。あと文部科学省の研修の通知について説明があったと

思います。 

山 田 委 員        それは、今の研修会の話とは違うんですけれども、これはちょっと先

の話で、正式なのは後から来ると思うんですけれども、文部科学省の公

民館の施策からというので、前に立川の社会教育会館で、公民館職員と

運営審議会委員を対象にした研修があったんですけれども、そのときに

こういう文部科学省の公民館の施策みたいなテーマだったんですが、そ

のときに震災の話、震災のときに公民館は何ができるかみたいな話で終

わってしまったんですよ。私は、予定されていたタイトルのほうの内容

を聞きたかったんですけれども、前回話されなかったので、そのためか

どうか知らないんですけれども、第２弾として、来年の１月１０日に都

公連の研修を課題別研究ということで行うということです。 

 場所は、国分寺の本多公民館です。対象は、公民館職員及び公民館運

営審議会委員等。定員は４０人となっております。申し込みは１１月２

０日以降です。これが１つです。 

 それから、あと、これは正式な話かどうかわからないんですけれども、

委員部会の運営委員の中に、生涯学習の講師みたいなことをやっている

方がいて、その方のお話で、通信教育で生涯学習コーディネーター研修

というのがありまして、これは４カ月の通信教育。これをまじめに受け

て、ちゃんと課題別規定以上の点をとっていれば、申請すれば生涯学習

コーディネーターの資格ももらえるという通信教育がありますというこ

とです。 

 ただし、これは費用が必要で。 

立 川 委 員        ただでしたよね。 

山 田 委 員        ただでした。 そう言っていましたか。 私はこれ(ﾊﾟﾝﾌ)を見たから。

３万５,０００円と書いてあります。 
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立 川 委 員        ３万５,０００円と書いてある。 

山 田 委 員        受講料は、入学金３,０００円、受講料３万２,０００円と書いてあり

ます。 

立 川 委 員        あ、そうですか。 

山 田 委 員        ただじゃないです。ただはこっちのほう（文部科学省の施策）だと思

います。生涯学習コーディネーターのほうは、教材もたくさん来るので、

費用は一括納入で３万５,０００円。３回分納で１万２,０００円掛ける

３回ということになります。 

 まあ、ちょっとそんな話、ご紹介までです。 

佐々木委員長        都公連の課題別研修の案内は後でよろしいですか。 

山 田 委 員        これは後で。もう事務局に来ていますか。 

山﨑庶務係長  まだ案内は、事務局にはきていませんので、後ほど、申し込み方法等

の確認をしておきます。 

山 田 委 員        申し込みが１１月２０日以降と聞いていますので、その前に来ると思

います。 

佐々木委員長        そうですか、はい。すると、とりあえず、この第２回の研修会ですね。 

山﨑庶務係長  そうですね。こちらはグループ分けが必要になるので、事前にご連絡

をと言われていますので、教えていただきたいと思います。 

佐々木委員長        １１月２７日、１時半から４時まで。 

山 田 委 員        ４時１０分まで。 

 それで今回は、グループ分けの都合があって、申込書に氏名と委員在 

任年数というのを書くようになっています。要するに、何年やっている、 

入りたての人もあるので、新しくなった方は１年、私の場合は３年とい 

うような書き方をするそうです。だから、何年目ということですね。い 

いですか。 

佐々木委員長        これについては、参加者を？ 

山﨑庶務係長  もし今、ご都合がおわかりになれば伺います。お帰りの際にでも結構

でございます。 

山 田 委 員        それで、これはまだ締め切りは。 

山﨑庶務係長  １１月１５日なものですから。皆さんから直接お聞きする機会は、今

日だけになります。 

山 田 委 員        今来ているのは１市だけだそうです。 

佐々木委員長        １１月１５日までに。 

山 田 委 員        １１月１５日までに申し込むのですね。 

山﨑庶務係長  今の時点でもしおわかりでしたらお願いいたします。 

佐々木委員長        そうですね。今時点でもし参加できるという方がいらっしゃれば。 

山﨑庶務係長  立川さんは大丈夫ですか。 

立 川 委 員        私は行かなきゃいけない。 

山 田 委 員        そうなりますね。 

山﨑庶務係長  山田さんもいらっしゃいますか。 

山 田 委 員        行きます。 

佐々木委員長        あとほかに、初めての方でいろいろ知っておきたいという方はいらっ

しゃいますか。 

山 田 委 員        講師が、今回は公民館の職員だった方なんですよ。ですから、多分身

近なことを話されると思うので。 

小 島 委 員  素朴な疑問なんですが、この間、研修会に関するアンケートとられま
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したよね。これは今回の２７日の分には反映されないんですか。 

山 田 委 員        すいません、今言わなかったんですけれども、このアンケート結果を

持って、担当の公民館の職員の方２名と、それから公運審の担当の方で、

近藤さんのところに行ってお話をされました。これを持って。ですから、

これを反映させて話していただくという。 

小 島 委 員  なるほど、はい。 

佐々木委員長        よろしいでしょうか。ほかにはいらっしゃいませんか。では、１５日

までですので、参加される方がいれば、ぜひ参加していただきたいと思

います。 

山﨑庶務係長  追加で参加可能な場合は、後日お電話での申し込みでも結構です。 

 

⑶  公民館事業の報告について 

佐々木委員長       で は、次の公民館事業の報告のほうに。 

渡辺事業係長        事業係の渡辺です。 

 お配りした資料の公民館事業の報告というところから、次の１ページ

から４ページをごらんいただきたいと思います。 

 今回は、本館のほうから、多摩島しょ地域力向上助成事業と、それか

ら貫井南分館の成人学校「滝めぐり」についてご報告させていただきま

す。 

 私からは、多摩島しょのほうを報告いたします。事前にパンフレット

をお配りさせていただいたんですけれども、この講座は、昨年度行いま

した多摩島しょ地域力向上事業の助成金を活用してやらせていただきま

した。準備会から皆さんにご参加いただきまして、テーマそのものから

検討いただくという参加型の講座で、なおかつ講座のスタイルも、ゼミ

で研究して発表するというスタイルを採用させていただきました。 

 ゼミの中身については、お時間の関係で細かくご報告できないんです

けれども、居場所づくりの関係とか環境活動、それから今お話にありま

した広いフリースペースを利用した芸術文化活動とか、おもしろそうな

テーマを選んでいただきました。 

 １つだけご報告させていただけるとすれば、環境活動を、どういった

緑化の仕方があって、どういった環境活動がここでできるのかというよ

うなことも１つのゼミのテーマにしていただきました。こちらの山田委

員を中心にプレゼンテーションしていただきまして、内容についてはご

報告する時間がないんですけれども、こちらのパンフの中に、具体的な

提案を含めていろいろな発表をしていただきましたので、ぜひお読みい

ただければと思っております。こちらがパンフレットになります。 

 それで、今後なんですけれども、この講座で今後の地域センターでの

活動、公民館事業の方向性というのが見えてきましたので、これをもと

に来年度、公民館事業につなげられる具体的な勉強会がまたできたらい

いなと思っておりますので、引き続きお願いしたいと思います。また山

田委員のほうから何かご報告ありましたら、後でお話をお伺いできれば

と思っております。 

 それから、次の「いのちの社会史」のほうは省略いたしまして、では、

貫井南分館の講座の報告にうつります。 

松 本 主 査         公民館貫井南分館の松本と申します。 

 前回、第１回、私は欠席させていただきまして、大変失礼いたしまし
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た。その中で、山田委員から、「貫井南分館の滝めぐりは、単なるレクリ

エーションではないか」というご質問がございました。これにつきまし

ては、この講座は、体力づくりと仲間づくり、及び雄大な自然を体感し

ていただいて、ふだんの日常生活に潤いと人生の活力を養ってもらうこ

とを目的とした講座となっております。 

 実際、滝めぐりアンケートの結果は、ほとんどが「多くの人と出会い、

自分の生き方を考えるきっかけとなった」、「地域で仲間とともに学習す

ることの楽しさを知った」ということの回答が全体の６割を占めており

ましたので、ただのレクリエーションではなく、むしろ公民館としての

だいご味である仲間づくりとか、学習のきっかけとか、そういったとこ

ろの講座でございますので、その辺はお含みおきいただきたいと思って

おります。 

 これについては、私どもの１０月４日の企画実行委員の会議でも報告

をさせていただきました。その際、公民館の現場としては、企画から実

踏と言いまして、下見ですね、それに使う労力、これもかなりあるんで

すけれども、単なるという発言からかなり会議のほうが紛糾しまして、

収束に私も苦慮したところでございます。 

 ということですので、確かに、ほかのところは行った先で学習という

意味合いがあるものもございますが、公民館の活動というのは、単なる

そういうものとはまた別に、仲間づくりであったり、ふだんの生活に潤

いを、癒やすとか、そういった部分もありますので、それなりにご理解

いただきたいなと思っております。 

 以上でございます。 

佐々木委員長        多分、私もよく理解していないんですけど、成人講座とか、主催講座、

いろいろ、あれ区分があるんですかね。この区分について、今日は時間

がないんですけど、次にでも、この区分がどういう趣旨の講座だとか、

自主性が高いとか、何かそういう、もしくは、何て言うか、行政の側の

企画の要素が強いとか、そういった形で全体がわかるような何か紙があ

れば、今後議論しやすいかなというふうに思いますので、今日は時間が

ないので、また次回にその辺の説明をお願いしたいと思います。よろし

いですか。 

 それでは、時間のことを心配して申し訳ないのですが、それでは、次、

審議事項のほうに移らせていただきます。 

松 本 主 査        よろしいでしょうか。 

佐々木委員長        はい。 

松 本 主 査        申しわけございません。同じく公民館貫井南分館の松本と申します。 

 お手元に資料があると思います。２点ございまして、１つは、平成２

３年度小金井市公民館三者合同研修会でございます。これの開催につい

てということでご通知申し上げております。そこにありますとおり、１

２月１３日火曜日、午後２時から４時、場所は地図にもありますけれど

も、公民館貫井南分館２階の学習室ＡＢとなっております。テーマは東

日本大震災から学ぶ公民館の役割ということで、２時間という短い時間

ではございますけれども、講師に東北大学の准教授の石井山竜平様、こ

の方をお呼びしまして、１時間半講義、それから、３０分が質疑応答と

いう形でやりたいと考えております。まず、出席の確認はまた次回にお

願いいたします。 
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山﨑庶務係長  まだ時間がありますので。１１月の三者合同会議の際に伺います。 

松 本 主 査        以上でございます。 

 それと、このテーマなんですけど、今回タイムリーかなと思いまして、

私ども貫井南分館の中で考えて、また、先生を選ばせていただきました。

この石井山竜平さん、東北大学准教授なんですけれども、実際、震災を

経験しまして、また、東北各地の公民館の実態、公民館の災害時のあり

方などを見てきていらっしゃる方でございます。 

 当日は、映像も含めましてご講義いただけるということなので、耳か

らだけではなく、目から飛び込んでくる情報も拝見できると思いますの

で、ぜひご参加いただきたいと存じます。それが１点目でございます。 

 もう１点ですが、もう１枚、平成２３年度企画実行委員連絡会の開催

についてというのがあると思いますが、ございますでしょうか。その会

は、当館、小金井市公民館の企画実行委員のみの連絡会、情報提供の場

というふうになってございます。１１月１５日火曜日、午後２時から４

時、公民館貫井南分館学習室ＡＢとなっております。 

 公民館運営審議会委員の方には、ご都合がよろしければ、傍聴という 

形になりますが、ご覧になれますので、一度、現場の企画実行委員がど 

ういうふうな活動をされているかということも見られるかと思いますの 

で、一度足をお運びいただきたいと思いご案内させていただきました。 

以上でございます。 

佐々木委員長        １１月１８日ですか。 

松 本 主 査        １１月１５日です。 

佐々木委員長        １１月１５日、２時からということですが。 

佐々木委員長        どなたか傍聴に行ける方おられますか。藤井委員が例年ご出席   

だったかと思いますけど。 

松 本 主 査        連絡会のほうは、傍聴という形でございますので、事前申し込みなく。

当日いらしていただいても構いません。 

 ただ、１点目に申し上げました三者合同研修会につきましては、出席

の確認をとりたいと思っております。ですので、次回に、次回まだ間に

合いますので、次回のときに出欠の確認がとれればと考えています。 

 以上でございます。 

佐々木委員長        次回にということで、１２月１３日の件ですね、よろしくお願いした

いと思います。 

 それでは、よろしいでしょうか、公民館事業については。 

（発言の声なし） 

 

２ 審議事項 

⑴  平成２４年度教育施策について 

佐々木委員長         次、審議事項に入らせていただきますが、平成２４年度教育施策につ

いてということで。 

大関公民館長         毎年１２月ごろに教育委員会において、次年度の基本方針及び教育施

策についてお諮りをしておりますが、事前にこの審議会において確認し

ていただきたいと考えておりますので、上げさせていただいております。 

 小金井市教育委員会の教育目標という３枚ぐらいのがあるんですけ

ど、この４ページにあります基本方針は、こちらについては変えること

はできないんですけれども、５ページにあります（５）公民館の充実の
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ところとその２つ下、（７）の社会教育施設の整備のところにおいて、変

更が必要な個所がありましたら、変更したいと思いますので、ご意見を

いただきたいと思います。 

 なお、実は、公民館の充実のところにつきましては、２年ほど前、大

幅に変更をしているところであります。もし、あまり、何て言いますか、

特にご意見がなければ、このまま使わせていただきたいなというふうに、

この公民館の充実のところは考えているところでございます。 

 また、一番下、⑺の社会教育施設の整備のところにつきましては、ち

ょっと、ここが変わります。「平成２６年度開館予定の（仮称）貫井北町

地域センターについて」、ここまでは一緒なんですけれども、これ以降、

「平成２３年度の実施設計に引き続き、今年度は建設工事に着手する」

というふうに改めたいと考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

佐々木委員長        今の（７）の⑤ですね。 

大関公民館長        はい。（７）の⑤です。 

神 島 委 員  ⑤ね。⑤の２２を２３に……。 

大関公民館長        はい。また、この基本設計を実施設計に変えています。 

神 島 委 員  実施ね。 

大関公民館長        「実施設計」に引き続き、「今年度は」のところは一緒で、ここは、「実

施設計」が、「建設工事」に着手するというふうに変えさせていただきま

す。 

神 島 委 員  「建設工事」ね。 

小 島 委 員  で、意見があれば言えばいいということ。 

大関公民館長        そうですね。公民館の充実のところで、事前にこれはお配りしていて、

①から⑥までございますけれども、この中で何かご意見等あれば、承り

たいと思います。 

佐々木委員長        これは、この後、ここで出た議論を踏まえて、教育委員会の会議で決

定するということですね。 

大関公民館長        そうです。 

佐々木委員長        はい。わかりました。 

神 島 委 員  なるべくなら、このままでもいいんですか。ということは。 

大関公民館長        ここのところというのは、そんなに毎年毎年変動というのはないのか

なというふうに考えていまして、２年前に、公民館の基本方針というの

を定めたんですが、それをもとにここも大幅に変えさせていただいてい

るんです。ですので、情勢が変われば、変わってくるところもあるんで

しょうけれども、あと数年ぐらいはと思っています。 

神 島 委 員  おおむねそのままでいいというね。 

大関公民館長        おおむねこのままでいいのかなというふうに思っています。 

佐々木委員長        はい。どうぞ。 

小 島 委 員        ５番の公民館の充実のところに関しましては、非常に時期的に、簡単

に、事業で、震災の経験を踏まえ、震災時の公民館の役割を検討するぐ

らいの１行が入ったほうが、今、いろんな研修会のテーマも震災絡みが

多い出ですし、私は、５番のどこかに入れたほうが、時期的によろしい

のではないかと。 

神 島 委 員  ５番の充実の中の事業、７番ということ。 

小 島 委 員        加筆の形で入れたほうがいいのではないのかと思うのと、ちょっとや
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やこしくなるんですけど、全体的なことで、公運審という会議なので、

どこまで触れていいかわからないんですが、この資料が送られてきまし

たときに、私が非常に疑問に思ったことがありまして、教育委員会のほ

うに問い合わせたんですが、まず、教育目標については、平成２０年１

月２４日、小金井市教育委員会決定ということになっていまして、そし

て、また、小金井市教育委員会の基本方針は、何年かごとに改まってる

んですが、今、資料をいただいている最終のものは、平成２０年の３月

２７日に制定されているんです。私より事務局のほうが詳しいとは思う

んですけれども、そうしますと、平成２１年３月２１日、つまり、この

基本方針ができた１年後に、子どもの権利条例という、別の言い方をす

ればかなり縛りのある条例が発足しておりまして、その前にこれが話し

合われたんです。現在、文章化されて、決定しているのはこれなんです

けれども、今後何年か後に、何年かごとに改正することになっているよ

うなんです、問い合わせたら。 

 そうしましたときに、子どもの権利条例の存在意義は大きいので、読

んでいて非常に疑問に思った点などもありまして、それが、私ども公運

審なんですけど、地域と無関係ではないところで、私はちょっと引っか

かるところがございましたんで、もし、意見として述べさせていただけ

れば、議事録に載る程度なんですけれども、何かになるかなと思ったの

は、基本方針の中の、四角で囲んであるところが、基本方針なんですよ。

多分、２３年度教育施策というのは、四角で囲んでない部分がそうです

よね、この書き方として。 

大関公民館長        はい。そうです。 

小 島 委 員        それで、例えば、こういう基本方針のところの下から２行目に、「権利

と義務、自由と責任についての認識を深めさせ」というのがあるんです

けれども、また同じように２３年度の教育施策というところで、１ペー

ジ目の人権教育の推進の③に、「権利と義務、自由と責任についての認識

を深めさせ、鋭い人権感覚を身につけた自立した個人を育てる教育を推

進する」というところがあるんですが、この場合の権利と言いますのは、

大変ピュアな生存権みたいなもので、今のお子さんたちが、どうも自己

肯定感を持たないで育まれてしまっているというような認識が私にはご

ざいまして、要するに、共感したり、意見を聞いてあげたり、そのまま

のあなたを認めるというような何か、そういった自己肯定感の持てるお

子さんでないと、他を思いやったり、義務感とか、責任感といったもの

が体の中にすっと入っていかない。わりと「指導」という言葉なんかも

結構出てくるんですけど、子どもの権利条例では「支援」という言葉を

使っているんですけど、やはり、そういう非常に充実した自己じゃない

と、他を思いやれなかったり、義務感を持てなかったり、責任感を持て

なかったりするということで、権利と義務、自由と責任といった表現で

すと、どうも対立併記という形でなってしまっているので、言い方を変

えれば、プライオリティーの問題として、まずそういった自己肯定感の

持てるお子さんたちをつくらないと、傷んでいくのではないかなという

ように私は感じております。 

 それで、公運審という場なので、地域とどうかかわりがあるかという

と、地域でもそういうお子さんたちへの接し方を工夫していかなければ

ならないし、学校とか、地域とかの連携とかという言葉も後のほうに出
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てくると思うんですけど、その場合の連携の仕方みたいなものもすごく

左右すると思うんです。 

 具体的に言いますと、学校が全く居場所でなくなっちゃったり、傷ん

だ生徒さんというか、お子さんがいたりした場合、学校と地域が変な連

携とか、強過ぎる結びつきを持ってしまうと、地域でも息苦しくなって

しまうというようなこともあって、これは、実は非常にナーバスな問題

だろうというふうに思っております。 

 ですから、そういう意味で、今言ったようなことは、議事録になるだ

けでも私はいいと思っているんですけど、まず、プライオリティー、プ

ライオリティーというのは、優先順序とよく訳されますけど、私の中で

は時々生き方みたいな、ちょっと大げさな訳し方をしているんですけれ

ども、まず、自己肯定感の持てる人を育みながら、学校も地域もそうい

うふうな姿勢でいながら、それから、義務感とか、責任感とか、他を思

いやる気持ちというのを、自然に体に入るようにしていったらいいんじ

ゃないかなというふうに思っております。 

 地域と学校の連携にしましても、家庭の連携にしましても、どこかが

主導権をとるというよりも、むしろ、水平な関係の中で、どうやって青

尐年を育んでいくかというふうな姿勢を持つことが、非常に大事だとい

うことを感じております。 

 公運審ですので、多分こういうことを決めるのは教育委員会とか、あ

るいは社会教育委員の会議などでもおそらく取り上げられるのだと思う

んですけれども、ほんとうにささやかなんですけれども、地域の会議で

ある公運審からもこんな意見が出ているということと、やはり、権利条

例が既にできていますので、なるだけ反映させて、次の会議ではやって

いただきたいなというふうに希望を持っております。 

 すみません。長くなりました。どうも。 

大関公民館長        ちなみに、具体的に、どこをこういうふうにしたほうがいいとかとい

う何かそういったものはありますか。 

小 島 委 員        表現が大変難しいと思うんですけど、尐なくともやめてほしいのは、

権利と義務、自由と責任という対立併記はちょっと避けたほうが、何か

問題になっちゃう小骨みたいな感じなんです。 

 そうではなくて、ピュアな生存権みたいなものをまず認めようと、そ

して、子供が自己肯定感を持てるように育んだ中で義務があるんだ、責

任があるんだ、それから、他を思いやる心を持つことが大事なんだとい

うことが自然に体に入っていけるように、指導ではなくて支援をしてい

くというのが、地域と家庭と学校で、そんな方向だったら、すごく子供

たちが傷まなくて、すくすくいくのではないかなというふうに思ってい

ます。違う意見もあるかと思うんですけど、私の意見はそうです。 

大関公民館長        ありがとうございます。 

 一応、社会教育委員の会議というお話がありましたけれども、それは、

基本的に生涯学習関係のことなので、ここまで踏み込める議論は実際は

できないんです。ここについては、多分、基本的に中心となるのは学校

教育部の関係になります。 

小 島 委 員        そうだと思います。 

大関公民館長        そういった会議の場ではないんですけど、こういったお話をいただい

ていて、ちょっと参考にしてみてくれということだけは、お伝えさせて
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いただこうかなと思っています。 

小 島 委 員        ありがとうございます。ささやかですけど、ほんとうにそれだけで結

構でございます。 

佐々木委員長        あと、震災での公民館の役割とか。 

大関公民館長        そうですね。確かに。 

佐々木委員長        確かに、学校施設もかかわるんですよね。学校施設をどう使うとか、

社会教育施設を全体をどう使うかというのは、そういう気がしますね。

大事な観点かなというふうに思いました。 

大関公民館長        それはちょっと検討させていただいて、ただ、こちらで入れるという

ことじゃなくて、全体的にそういったところは多分必要になってくるん

じゃないかというふうに思っていますので、そこら辺も意見として、今

後、そういった会議では言わせていただきたいと思います。 

佐々木委員長        よろしいでしょうか。はい。 

藤 井 委 員  現在、公民館というのは、災害時についてどういうふうにやろうとか、

しなさいという市の考え方はあるんですか。別に決めてないんですか。 

大関公民館長        具体的には決まっておりません。これからの正直言うと課題でして、

ただ、ここで例で言わせていただくと、防災訓練を毎年やっているんで

すけど、その中で実際、火事だけじゃなくて災害が来たときにどういっ

たルートで避難誘導だとかするかというのは、この間具体的に担当を決

めて実際やったんです。引き続き毎年こういうことはやろうとは思って

いるんですけど、ただ、マニュアル的なものがあったほうがいいなとい

うふうに考えていますので、これから、内容を詰めて考えたいなという

ふうに思っています。 

藤 井 委 員  それと、もう１点、仮にここが東北のような事態になったときという

のは、当然、公民館が建物として残っておれば。市民の方の避難場所に

は普通はなりますよね、普通考えておれば、そういうときに、現在、公

民館の担当のスタッフの方は、その公民館だけのスタッフになるのか、

それとも、市全体に対策本部みたいなのが当然できるわけですよね。そ

のときには、そっちのほうに入られて、必ずしも、現在の公民館のスタ

ッフの方が、それぞれの公民館にということはないわけでしょう。 

大関公民館長        防災計画上、公民館は避難場所として位置づけられていないんです。 

藤 井 委 員  なるほど。まずね。 

大関公民館長        ただ、唯一載っているのは緑センターの宿泊施設があります。そこに

ついては載っているんです。ほかの残りの公民館４館については、避難

場所というふうに位置づけられていませんが、ただ、そうは言っても、

個人的には二次的な避難場所と考えています。今後、地域安全課のほう

では、避難場所として位置づけたいという考えは持っているみたいなの

で、もし、そうなった場合は、当然ながら、我々職員はこういったとこ

ろにいるわけですから、そういった配置になるかもしれません。 

藤 井 委 員  言えないわけですね。そうすると、市民が自主避難的に、こんな話、

あるかないかわからないですけど、要は、自主避難的に公民館に行った

場合、ごめん、帰ってちょうだいというふうにしか言えないわけですか。 

大関公民館長        いや、そんなことはないと思います。 

藤 井 委 員  ないでしょう。 

大関公民館長        そんなことはないです。実際に、計画に位置づけられてはいませんけ

れども、我々の考えとしては、避難場所として扱っていいものだという
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ふうに私個人的には思っているんです。そういった公共施設というのは、

どこでもそうだと思うんです。 

藤 井 委 員  なりますよね。 

大関公民館長        ですから、受け入れはできると思います。 

藤 井 委 員  できますよね。今年の震災のときのＪＲみたいに、シャッター閉じて

しまうことはないわけね。 

大関公民館長        それはないです。この間、その話が出まして、帰宅困難者が実際いて、

本市の本町暫定庁舎というところを使って、何十名かなんかの人を宿泊

をさせたんですけど、地域安全課から、東センターがちょうど新小金井

の駅が近いものですから、そこを帰宅困難者の場所としたいということ

で、協議をしたいという依頼を今いただいて、これから協議する予定に

なっています。どのぐらい泊まれるのか、布団はどうするのかとか、い

ろんな細かいことを今後考えていきたいというふうに依頼が来ています

ので、これから尐し進んでいくのかなと考えています。 

藤 井 委 員  そうすると、今、委員長さん、小島さん言われたように、何かそうい

う言葉が欲しいですよね。公民館がそういう青写真をつくるとかいう、

必要ないですかね。 

大関公民館長        防災計画上、公民館がどういったところなんだというような、ある程

度考えが出てくると思うので、そうなったときにでもそのときに変える

とかでもいいのかなと思います。まだ決まっていないことをこちら側が

出してしまうと、そうなってないでしょうという話になりかねません。 

藤 井 委 員  なるわね。そうすると、おまえ、やれとかね。（笑） 

佐々木委員長  防災計画、あるいは市全体で考えるプランに基づいてやっていくわけ

ですよね。 

大関公民館長        そうです。 

佐々木委員長  だから、それを調整しながらやっていかないとだめなんですよね。 

大関公民館長        はい。 

宮 澤 委 員  でも、やはり公民館というのは地域に存在していますから、そこが情

報源になると思うんですよね。やはり通達をされる一般的な。ほんとう

にささいなことでも、そこに行けばどうにかなるんじゃないかなとい

う、ほんとうに庶民的な考えで、やはり情報源の元になると思いますの

で、ぜひ公民館の活用の場として。 

大関公民館長        おっしゃるとおりで、東日本大震災後も向こうの公民館も結構いろい

ろ利用されていて、公民館というところが尐し見直されてきているんで

す。やっぱり地域の公民館ですから、日頃から地域のきずなを深めて、

コミュニティーをしていって、もし何かそういった災害があればそうい

ったところに集まってというような、そういった重要なところだという

ふうに見直されてきているので、今後、尐し変わっていくんじゃないの

かなとは考えています。 

宮 澤 委 員  大々的な災害訓練が小金井公園でありますので、私も参加してみよう

と思っていますけれども、やっぱり本町公民館の公園のところが集合場

所なんですよね。ですから、公民館と密接していますので、やはり情報

をそこから出してほしいと思いますので、よろしくお願いします。 

佐々木委員長        ほかに、どうぞ。 

神 島 委 員        よろしいでしょうか。公民館の充実とありますので、比較的今のを入

れやすいとすれば、１番、「誰もが気軽に立ち寄り」というところに、何
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か災害があった場合にはここへ来ればいいというような、項目を増やさ

なくても、その辺に１行入れることで文章が変えられてくるかなという

ニュアンスがする。立ち寄り、緊急の場合においてはそこに身を寄せる

ことができるわけでしょう。そういうことで、今後、その充実を図るた

め努力するということですから、その辺にちょっと１つ入れていただい

て。 

小 島 委 員  意見なんですが、そういう方法もあると思うんですが、多分１番って

独立した内容のような気がするんです。むしろこんな言い方はいけない

かもしれないんですけれども、ファジーな方法としては、「検討してい

く」みたいな入れ方だったら入るんじゃないかなと思うんですけど。震

災時の経験を。 

神 島 委 員        そうすると、言葉としてはやっぱり７で別に項目を設けることのほう

が強いと思うんですよね。どうしてもそれを実際にやりたいという願望

があれば。でも、今のところ、おっしゃったように、そこにないものに

やってくれと言われてもといった場合も含めて、結局しようがないとい

うことも言えると思うので、そこら辺尐し余裕を持たせて。７を入れて

そこに１行、「今、検討中である」とか「したいと思っている」とか。 

小 島 委 員  いいですね、それ。「したいと思っている」。 

神 島 委 員        ７になると思うんです。項目は別だと思うんです。だから、あとは役

所のほうに任せて。 

佐々木委員長        今の意見を踏まえて、検討していただきたいと思います。 

大関公民館長        わかりました。 

神 島 委 員        検討していただくということでいいんじゃないでしょうか。 

佐々木委員長        よろしいでしょうか。すいません、時間をオーバーしてしまいました

が、もう尐しおつき合いいただきたいと思います。 

 

⑵  来年度の事業について 

佐々木委員長  来年度の事業について。これは。 

大関公民館長        これ、ちょっと申しわけありませんが、次回の議題にさせていただき

ます。 

山崎庶務係長        平成 24 年度は、今年度より財政的に厳しくなっておりまして、ここ数

年、前年度予算の 5％減で組む編成方針だった消耗品費は 10％減となり、

他の費目も同様に減らされて組まされ、スクラップして新規事業に回せ

る財源を持ち得ていない課では、例年並みのものしか組めず、新規での

目玉事業については、補助金の充当を条件に予算措置されているものに

限られてきます。ところが、それも今年度については、他課と折半する

かどうかを検討中で、金額を確定できず、事業内容に変更の可能性があ

る現時点では、詳細がご説明できません。次回の議題にさせていただき

ます。 

小 島 委 員    次回は三者合同会議となり、１２月は研究大会となるので、次の定例

会は１月ですが。 

佐々木委員長        はい。予算が例年になく厳しいとのことですので、粗々に対して委員

の皆さんから意見をもらうぐらいのことでも結構だと思いますので、次

回でしたいと思います。 

 

 ⑶ 公民館事業の計画について。 
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佐々木委員長  公民館事業の計画について、お願いします。 

渡辺事業係長        事業係の渡辺でございます。ちょっとお時間がないと思いますので、

今回は資料にまとめました表をごらんいただいて、何か疑問な点とかご

意見がありましたら、お出しいただくという方法でやりたいと思います

ので、いかがでしょうか。 

 資料の公民館事業の計画というところでございます。７本の事業を計

画しておりますので、何かございましたらよろしくお願いいたします。 

佐々木委員長        よろしいですか。なければ、これについては承認ということで。 

 

⑷  三者懇談会のテーマについて 

佐々木委員長  それでは、最後に三者懇談会のテーマについてお願いします。 

山崎庶務係長        三者懇談会については、先日、打ち合わせの代表者会議には、藤井副

委員長に代表でご出席いただきまして、大体の段取りは決まったんです

けれども、あとどういう形で、グループ討議にするか、話し合いするか

は公運審で決めてくださいということを昨年度の担当委員の社会教育委

員の会議の本川さんから振られましたので、藤井副委員長から経過をご

説明いただき、皆さんで決めていただくことになっております。 

藤井副委員長        新しい委員の方にまずお話ししておきたいのは、現在、小金井市には

社会教育に関する審議会というのが公運審と図書館協議会と社会教育委

員の会議との３つの委員会があるわけです。この三者がどこかで共通な

テーマなり話題なりで、根っこのところで関係あるような状態になって

いるわけです。 

 それで、大分前からだと思うんですけれども、この三者が懇談会をや

っていたわけです。懇談会というのは、言葉はいいんですけれども、意

見の言いっぱなし、聞きっぱなしという形になって、何もデータが残ら

ないというところから、たしか去年だったと思うんですけれども、年２

回やることにし、そのうちの１回は三者合同会議という名前に変えて、

議事録も正式に残そうということになったのです。 

 その会議の運営は、さっき言った公運審、図書館、社会教育委員の会

議がそれぞれ１年間ずつ担当して、懇談会を１回、合同会議を１回やっ

ていこうと。そういうふうにやって、公運審でも年１０回公運審の会議

があるんですけれども、そのうちの１回分を正式な会議として三者合同

会議というものに全員が出席するというような形で、去年から始まった

ことなんです。 

 それで、今年は公運審が事務局と議長も兹ねて会議を運営するわけで

す。現実には、来月の２５日の金曜日ですね。 

山崎庶務係長        金曜日ですね。２時からで、会場は第二庁舎の８０１会議室になりま

す。 

藤井副委員長        ２時から市役所の８０１会議室で、今言った三者が集まって合同会議

をやりましょうということで、実は下打ち合わせをやったんですけれど

も、時間自体が１時間半ないしは２時間ぐらいなもので、公運審以外の

会議体も新しい委員さんが半分ぐらい入られて、全く新人の方が見える

ので、普通は短い時間で自己紹介からやりましょうと。それで、三者の

委員長さんが自分のところの会議体はこういうことをしているんですよ

とか、そういうことを全員に知ってもらおうと。その次に、事務局担当

の公運審が今日の会議はこうこうこうでということをもう１回確認し合
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うと。 

 それで、前回からこの会議で統一テーマになっているのは、情報ネッ

トワークを構築していきましょうということになっているんですけれど

も、この情報ネットワークというものがむちゃくちゃ範囲が広くて、ど

こからどこまでが三者なのかも定義づけてないし、何年何月までつくる

ということも定義づけてないし、この辺、一個一個細かいところをつぶ

していってやらないと、毎年情報ネットワークを構築しましょうで会議

が終わってしまう可能性があるので、ある程度めどをつけたらどうでし

ょうかという提案を先生のほうから会議に来ている方々に投げかけても

らって、どこが最終時期かを決めたほうが仕事がしやすいような気はし

ているんです。 

 これをどうするかは今後事務局の公運審でやっていかないとならない

んですけれども、情報ネットワークというのは、さっきも言ったように、

多分皆さん方も一体どこまでが情報ネットワークの対象になるのかとい

うのが一番大きな疑問だと思うんです。 

 そういう意味では、一個の案として、公運審と図書館と社会教育委員

は、共通した情報のネットワークというものを探ったほうが範囲は狭ま

るんじゃないかと。一個の情報網があって、これは公運審と図書館はオ

ーケーだけれども、社会教育委員は要らないよという逆のケースが出て

くると思うんです。だから、この情報ネットワークは三者が共通してい

るので、三者合同会議の情報ネットワークに入ろうとか入れようという

ような、何かそういう具体的な作業を一個ずつ詰めていかないと、いつ

までたっても三者による情報ネットワークというのは確立しないんじゃ

ないかと私は思っているんです。 

 この辺、今日はあまり時間ないんですけれども、ある程度のことを皆

さん方で考えていただいて、今度の２５日にそれぞれでご意見を発表し

ていただく方法も一個あるだろうし、前もって皆さん方からこうこうこ

うだということを事務局にメールなりファクスで出していただいて、こ

うこうこうだよというものがあって、会議で公運審はこう考えているん

だけれども、周りの方はどうですかというような進め方をしようかとい

うのは、ちょっとこれが済んでから、委員長は時間があるというので、

詰めようかなと思っているんですけれども、とにかく幅の広い話であっ

て、かなり難しい、この問題を言い出した社会教育委員の本川さんのほ

うも幅が広いねということだけで、どうも聞いてみても前に進んでいな

いような気もするし、あれもこれもとやっていけば、すごい膨大なもの

になって、ある意味僕らのところでは手に負えないようなものになって

しまうと、何のためにつくったかわからないような状態になるし、ちょ

っとこのあたり皆さん方も考えてもらって、お知恵をいただきたいなと

思っているんです。 

 そういうことで会議をやって、一番最後に時間があるかどうかは別に

して、情報ネットワークに今のところ一番強い関心がある社会教育委員

の伊藤さんという方が、かなりご自分であれやこれやされているので、

彼から情報ネットワークとは何でしょうかとか、何で必要なのかとか、

そういうことを若干レクチャーしてもらってもいいかなという考え方が

いいこと。 

 それと、この三者が公式に合同でやった催し物というのが、今年の９
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月の科学の祭典というイベントです。これがある意味反省会的なものを

やっていないので、この反省会的なものを２５日の会議の中で再確認し

て、来年どうするかということを決めるのも議題の１つかなと思ってい

るんですけれども、まだ最終的に案自体がコンクリートされていないの

で、これは決まりましたら当然２５日までには皆様方のところに開催通

知という書類と一緒に連絡を流していきたいなというのが今の現状で

す。 

山崎庶務係長        会議の持ち方についてですが、担当がたまたま今年度は公運審なんで

す。去年は社会教育委員の会議で、その前は図書館で、図書館でなさっ

たときに、全員がロの字型に並んで、新しい方も古い方も含めてお話を

するのはとてもしづらかったというご感想があって、昨年の当番の社会

教育委員の会議の発議で、グループごとにテーマを決めて話そうとなっ

たのが昨年の会議です。話がしやすいだろうということと、新しい方も

ご意見が出しやすいような雰囲気づくりが大切だという趣旨でした。今

回は司会をしていただくのが佐々木委員長になるんです。 

佐々木委員長        そうですか。 

山崎庶務係長        進めていただくのが委員長になるので、公運審なりの会議の持ち方を

提案してもよろしいのではないかというのがありまして、会議の持って

いき方そのものも皆さんからご意見をいただけないでしょうか。 

藤井副委員長        構図ね。出席は約３０人ぐらいですよね。 

山崎庶務係長        そうですね。 

藤井副委員長        各会１０名前後見えるので、今まで参加された方はご記憶あると思う

んですけれども、大体１０人ぐらいが３つのグループに分かれてグルー

プ討議をやって、最初にこのグループはこんなことを考えましたという

ので、しゃんしゃんしゃんで進んでいたんですけれども、これを毎回毎

回やるのもどうかと。どうぞ。 

小 島 委 員        私、大体この会議に出てきました。３年目に入るんですけれども、そ

れで、感じたことなんですけれども、今、山崎係長がおっしゃられたこ

との逆で、グループ分けしたときに、確かに意見が出しやすくて、まと

め係の人がそれを発表するんですけれども、出席していたことは記憶に

あると思うんですけれども、もう全然まとまらなかったという記憶があ

るんです。 

 私は別にロの字型でもいいと思うんです。ただ、毎回私が思っていた

のは、前回なんかは大橋委員長が司会をなさっていましたけれども、次

の会議までに何をしておくということを決めないで次の会議をするもの

ですから、もう１回ゼロのところから一のところから情報ネットワーク

をどうするかということを何回も繰り返していて、私、正直言って気が

短いのか、いらいらしまして、それで意見を言わせていただいたんです

けれども、やっぱりいつまでに何をしておくということがないと進まな

くて、ただ会議が無駄に、せっかくみんな時間をつくって忙しい中集ま

っていただいて、委員長もすごく大変だと思うんです。 

 今、藤井委員がちらっとおっしゃっていたように、２５日までまだち

ょっとある程度日数があるから、例えば三者でこんな案はどうだろうか

みたいなたたき台みたいなものを出して、佐々木委員長も司会がしやす

いような、具体的に目に見える資料があって進めたほうがいいし、そん

なに形が立派じゃなくてもいいと思うんですよ。こんな案を持っている
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んだけどという新人の委員さんなんかの意見でもいいし、何かそういう

ふうにして、とにかく私の経験したのは、何で毎回ゼロからやるんだろ

うという。 

神 島 委 員        ほんとうにね。 

小 島 委 員        思いませんでした。 

神 島 委 員        何にも実りがないんですよね。やっぱり実りのないものは無駄ですか

らね。どこかで無駄をなくしたほうがいいと思いますね。 

小 島 委 員        そう。プロセスを踏んで、お忙しい中、佐々木委員長が引き受けてく

ださって、いきなり司会でそのときまたゼロからだったらおそらく大変

じゃないかなと思っています。 

藤井副委員長        おっしゃるとおり、３つに分けるというのは僕もあんまりよくないと

思うんですよ。３０人でフリートーキングの規模というのはぎりぎりぐ

らいですかね。やっぱり３０人フリートークはしんどいですよね。 

佐々木委員長        参加の仕方によると思いますけどね。ただ聞き役の方もおられると思

うんですよね。だから、全員平等に話をするとなれば話はまとまらない

と思いますけれども、ただ、今、小島委員がおっしゃったように、何か

やっぱりたたき台になるようなだれかのプレゼンテーションとか説明。 

神 島 委 員        ３人は初めてだから。３グループの会があるでしょう。それが２人か

３人ずつに分かれて、それぞれが入るんですよ。それで、フリートーキ

ングをして、まとめるんだけれども。 

小 島 委 員        まとまらないんですよね。 

神 島 委 員        そうそう。最後に発表して、こんなふうにしましょうか、目的がなく

終わるんですよ。また同じようなことをやるので、小島委員がおっしゃ

ったように、多尐総括的にこういうことを今回はまとめたと、尐し目的

に沿って３つの会でこんなことをテーマに次回はやろうというところま

でいくとすごくいいと思うので、その辺、今度は佐々木委員長さんなの

で、おまとめ役になっていただいて。 

佐々木委員長        いや、まずいなと思って、今、聞いていたんですけれども、情報ネッ

トワークの構築というものを出されたというのは、具体的にはホームペ

ージか何かを意識されているんですか。 

藤井副委員長        最終的にはそうなんですよ。要は僕の意識では、ホームページをつく

るまでにどれをホームページに載せるかという、いわゆるホームページ

をつくるための準備の、要は市民の中にいろいろなネットワークがある

わけですね。これを最終的にはぽんとキーボードを押せばさっと出てく

るのが一番いいわけでしょう。そういうデータをつくるための水面下の

作業から始めなければならないわけですね。そこをまだやっと一歩か半

歩ぐらい行ったもので、この前やったときには、市内にどれだけそんな

情報グループがあるかということを調べたところ、山ほどあるわけです

よ。 

 その中で、これはチョイス、これはもういいというふうな作業ができ

るかどうか。例えばこのメンバーだって、商売の方が見えているわけで

すよね。商工会の中にネットワークがあるわけですよね。そういうよう

なものもどうしようかと。出していいものもあるだろうし、これは出さ

ないでというのも当然あると思うんです。そのようなことを一個一個つ

ぶすって、相当な作業だと思うんですよ。 

 だから、僕もこの会議に過去２年間出てきたんだけれども、一体情報
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ネットワークって何というところがまだ私自身の中にもはっきりしてな

いんですよ。 

佐々木委員長        例えば先ほど伊藤さんにプレゼンしていただいてもという話があった

んですけれども、例えば伊藤さんがプレゼンするとなると、どういうふ

うなプレゼンになるんですか。 

藤井副委員長        彼はどのくらいのことをしゃべってくれるんですかね。 

小 島 委 員        本人じゃないからわからないです。（笑） 

山崎庶務係長        段取りとしては１時間半を想定していまして、最初の２０分を自己紹

介という話で、この間はたまたま図書館協議会の委員長がお見えになら

なくて、うちも藤井副委員長のご出席で、社会教育委員の本川さんが仕

切るような形でお話を進められたんです。なので、やはりグループ分け

というか、去年のやり方は社会教育委員の提案なんです。それがご自分

たちがいいと思われたからそれを推し進められるような話の進め方で、

新しい方が多いから自己紹介から始めましょうねというお話で、全体が

１時間半なんですけれども、それが２０分ぐらいかしらというお話にな

って、それぞれの委員会の説明はうちでもまとめをつくりまして、それ

を皆さんにお配りすることで省略しましょうということと、あと社会教

育委員のまとめというものを配って、社会教育委員はどういうことを考

えていらっしゃるかわかるように皆さんにお配りしましょうということ

で省いて、科学の祭典、最初の２０分ぐらいの自己紹介の次に三者合同

会議というお話でした。 

佐々木委員長  日程を決めて、皆さんの進め方ついての案を山﨑係長のところにメー

ルで送っていただいて、それを私がいただいて、それをもとに進めるこ

とにいたしましょうか。 

山﨑庶務係長  １１月７日(月)くらいまでにお送りいただきましたら、佐々木委員長

に転送いたします。 

佐々木委員長  それではそのようにお願いいたします。 

        本日の審議会は、終了いたします。お疲れ様でございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 


